（協力）難病指定医に関すること
茨城県難病指定医に関するホームページ
指定後、主たる勤務先医療機関及び氏名等を茨城県が公表します。
(協力)難病指定医の登録状況（毎月更新されます）等の指定医に関することは次の
ＵＲＬ又はＱＲコードから案内できます。
　ＵＲＬ→

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/shitpei/yobo/nanbyo/siteiiryoukikann.html#siteii
[image: ]ＱＲコード　
検索ワード：茨城県難病指定医

　　　　　　

（協力）難病指定医の申請
＜新規申請＞
難病指定医の指定を受けていない医師は、診断書作成前に新規申請手続きが必要です。
　申請手続
1 指定医指定申請書（兼経歴書）　様式第1号　　　ダウンロード　URL↓
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.pref.ibaraki.jp%2Fhokenfukushi%2Fyobo%2Fshitpei%2Fyobo%2Fnanbyo%2Fdocuments%2F01_siteiisiteisinseish1.docx&wdOrigin=BROWSELINK
[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]ＱＲコード　


2 医師免許証の写し
3 次のＡ，Ｂのいずれか
Ａ　専門医に認定されていることを証する書類の写し　　専門医　URL↓
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/shitpei/yobo/nanbyo/documents/sennmoni.pdf
[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]（官報令和6年6月17日号外第145号　厚生労働省告示第221号）ＱＲコード　



Ｂ　知事が行う研修を修了したことを証する書類
　　　  　　  ・難病指定医向けオンライン研修(厚生労働省)
・難病指定医研修会（筑波大学附属病院が行うweb研修会）
※主として指定難病の診断を行う医療機関の管轄で指定を受けることで、全国で診断書の作成が
可能です。

＜更新申請＞　申請は、有効期間が終了する１～3か月前くらいを目安に行ってください。
　難病指定医（協力難病指定医）有効期間は、指定を受けた日から5年間です。
　更新申請手続
1 指定医指定更新申請書　様式第2号　ダウンロード　URL↓
[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.pref.ibaraki.jp%2Fhokenfukushi%2Fyobo%2Fshitpei%2Fyobo%2Fnanbyo%2Fdocuments%2F02_siteiikousinsinseisho.docx&wdOrigin=BROWSELINK
ＱＲコード　



2 該当する指定の区分に応じて、次のＡ，Ｂのいずれか
Ａ　専門医に認定されていることを証する書類の写し(「専門医リスト」参照)

Ｂ　県の実施する研修を修了したことを証する書類
　　　  　　  ・難病指定医向けオンライン研修(厚生労働省)
・難病指定医研修会（筑波大学附属病院が行うweb研修会）
＊更新申請時に更新日(現有効期限の翌日)から過去5年以内に受講した研修の修了証の写しを添付
指定の申請と難病の医療費助成の流れ
難病
患者
③診断書の依頼

医師 　　⇒　指定医

④診断書の記載


②指定
①申請


茨城県(保健所)
⑤医療費助成の申請





[bookmark: _Hlk218586089]指定後の手続きについて
〇茨城県外で指定を受けている医師が主な勤務先を茨城県内の医療機関に変更する場合、
新規申請となります
……　指定医指定申請書（兼経歴書）様式第1号（前項の「新規申請」参照）

〇指定内容の変更がある場合　　……　指定医変更届出書　様式第3号
　　　医師氏名、現住所、連絡先、医籍の登録番号、医籍の登録年月日、担当する診療科名、
主として指定難病の診断を行う医療機関
[bookmark: _Hlk218584651]
　様式第3号ダウンロード　ＵＲＬ↓
[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.pref.ibaraki.jp%2Fhokenfukushi%2Fyobo%2Fshitpei%2Fyobo%2Fnanbyo%2Fdocuments%2F03_siteiihenkoutodoke.docx&wdOrigin=BROWSELINKＱＲコード　




〇主な勤務先を茨城県外の医療機関に変更する場合　……　指定辞退届　様式第4号
　様式第4号ダウンロード　ＵＲＬ↓
[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.pref.ibaraki.jp%2Fhokenfukushi%2Fyobo%2Fshitpei%2Fyobo%2Fnanbyo%2Fdocuments%2F04_siteiijitaitodoke.docx&wdOrigin=BROWSELINK
[image: ]


（協力）難病指定医に関する情報
　〇専門医に関すること　　難病指定医に専門医　URL↓
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/shitpei/yobo/nanbyo/documents/sennmoni.pdf
[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]（官報令和6年6月17日号外第145号　厚生労働省告示第221号）
[image: ]



　〇指定医に必要な研修について
「難病指定医向けオンライン研修（厚生労働省）」または「【筑波大学附属病院 難病医療センター主催】「難病診療に携わる医療従事者に対する研修会」オンデマンド配信について」をご活用ください。
また、パンフレット「難病指定医の申請について」（3ページ）を参照してください。
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